
会
員
サ
ポ
ー
ト
窓
口
運
営
規
則

（
平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日
規
則
第
百
七
十
九
号
）

改
正

令
和

三
年

六
月
一
八
日

（
設
置
）

第
一
条

本
会
に
、
会
員
サ
ポ
ー
ト
窓
口
を
置
く
。

（
目
的
）

第
二
条

会
員
サ
ポ
ー
ト
窓
口
は
、
弁
護
士
、
弁
護
士
法
人
、
外
国
法
事
務
弁
護
士
、
外
国
法

事
務
弁
護
士
法
人
及
び
弁
護
士
・
外
国
法
事
務
弁
護
士
共
同
法
人
（
以
下
「
会
員
」
と
い
う
。
）

の
職
務
又
は
業
務
に
関
し
て
生
じ
た
各
種
の
問
題
に
つ
い
て
、
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

サ
ポ
ー
ト
相
談
員
が
相
談
に
応
じ
、
も
っ
て
、
会
員
の
職
務
又
は
業
務
の
円
滑
か
つ
適
切
な

遂
行
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
相
談
の
対
象
）

第
三
条

会
員
サ
ポ
ー
ト
窓
口
は
、
会
員
の
職
務
又
は
業
務
に
関
し
て
生
じ
た
各
種
の
問
題
に

関
す
る
事
案
又
は
事
項
を
取
り
扱
う
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
事
案
又
は
事
項
（
第
二
号
か

ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
案
に
関
係
す
る
制
度
の
内
容
及
び
そ
れ
ら
の
手
続
に
関
す
る
一

般
的
事
項
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

個
別
の
事
件
処
理
に
関
す
る
法
律
相
談
に
該
当
す
る
事
項

二

本
会
又
は
弁
護
士
会
の
資
格
審
査
会
に
係
属
し
、
又
は
係
属
し
て
い
た
事
案

三

本
会
又
は
弁
護
士
会
の
懲
戒
の
手
続
に
付
さ
れ
、
又
は
付
さ
れ
て
い
た
事
案

四

弁
護
士
会
の
紛
議
調
停
委
員
会
に
係
属
し
、
又
は
係
属
し
て
い
た
事
案

五

弁
護
士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
七
十
二
条
に
規
定
す
る
非
弁
護
士

の
法
律
事
務
の
取
扱
い
等
の
禁
止
等
に
関
す
る
調
査
を
行
う
弁
護
士
会
の
委
員
会
等
に
お

い
て
調
査
手
続
に
付
さ
れ
、
又
は
付
さ
れ
て
い
た
事
案

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
前
条
の
目
的
に
照
ら
し
、
相
談
に
応
じ
る
こ
と
が
適

当
で
な
い
事
案
又
は
事
項

（
サ
ポ
ー
ト
相
談
員
）

第
四
条

会
長
は
、
弁
護
士
登
録
の
期
間
が
五
年
以
上
で
あ
る
弁
護
士
の
中
か
ら
、
会
員
サ
ポ

ー
ト
窓
口
の
相
談
を
担
当
す
る
者
（
以
下
「
サ
ポ
ー
ト
相
談
員
」
と
い
う
。
）
を
選
任
す
る
。

２

サ
ポ
ー
ト
相
談
員
は
、
二
十
人
程
度
と
す
る
。

３

サ
ポ
ー
ト
相
談
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
他
の
サ
ポ
ー
ト
相
談
員
の
任
期

の
途
中
に
お
い
て
選
任
さ
れ
た
サ
ポ
ー
ト
相
談
員
の
任
期
は
、
他
の
サ
ポ
ー
ト
相
談
員
の
残

任
期
間
と
同
一
と
す
る
。

４

会
長
は
、
サ
ポ
ー
ト
相
談
員
の
氏
名
（
職
務
上
の
氏
名
を
使
用
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、



職
務
上
の
氏
名
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
細
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
公
開
す
る
。

（
相
談
の
申
出
）

第
五
条

相
談
の
申
出
は
、
会
員
の
う
ち
弁
護
士
及
び
外
国
法
事
務
弁
護
士
並
び
に
そ
れ
ら
の

者
の
親
族
並
び
に
会
員
の
事
務
所
の
事
務
職
員
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

相
談
の
申
出
を
行
お
う
と
す
る
者
（
以
下
「
相
談
申
出
人
」
と
い
う
。
）
は
、
サ
ポ
ー
ト
相

談
員
又
は
本
会
の
担
当
事
務
局
（
以
下
「
担
当
課
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
電
話
、
フ
ァ
ク
シ

ミ
リ
又
は
電
子
メ
ー
ル
（
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

四
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
子
メ
ー
ル
を
い
う
。
）
の
方
法
に
よ

り
、
相
談
の
申
出
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
担
当
課
に
対
し
て
相
談
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
担
当
課
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
の
上
、
直
ち
に
弁
護
士
職
務
の
適
正
化
に
関
す
る
委
員
会
（
以
下

「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
委
員
長
（
以
下
「
委
員
長
」
と
い
う
。
）
又
は
委
員
長
が
不
在
等

で
連
絡
が
取
れ
な
い
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
委
員
会
が
定
め
る
委
員
会
の
副
委
員
長
（
以
下

「
担
当
委
員
長
等
」
と
総
称
す
る
。
）
に
相
談
の
申
出
が
あ
っ
た
旨
を
連
絡
す
る
。

一

相
談
申
出
人
の
氏
名
及
び
連
絡
先

二

相
談
申
出
人
が
会
員
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
登
録
番
号
、
相
談
申
出
人
が
会
員
以
外

の
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
相
談
の
対
象
で
あ
る
会
員
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
登
録
番
号
又

は
届
出
番
号

４

担
当
委
員
長
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
相
談
の
申
出
の
連
絡
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や

か
に
、
当
該
相
談
に
係
る
サ
ポ
ー
ト
相
談
員
を
指
名
す
る
。

５

担
当
委
員
長
等
は
、
前
項
に
規
定
す
る
サ
ポ
ー
ト
相
談
員
の
指
名
を
、
あ
ら
か
じ
め
委
員

会
が
指
定
す
る
委
員
会
の
委
員
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
関
与
で
き
な
い
事
案
）

第
六
条

担
当
委
員
長
等
（
前
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
委
員
会
の
委
員
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
サ
ポ
ー
ト
相
談
員
は
、
次
の
事
案
に
関
す
る
サ
ポ
ー
ト
相
談
員
の
指

名
又
は
相
談
に
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

自
己
又
は
自
己
の
配
偶
者
若
し
く
は
三
親
等
内
の
親
族
に
関
す
る
事
案

二

本
会
の
懲
戒
委
員
会
、
綱
紀
委
員
会
又
は
綱
紀
審
査
会
に
お
い
て
関
与
し
た
事
案

（
相
談
の
方
法
等
）

第
七
条

第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
直
接
相
談
の
申
出
を
受
け
た
サ
ポ
ー
ト
相
談
員
及
び

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
サ
ポ
ー
ト
相
談
員
は
、
迅
速
に
当
該
相
談
に
応
じ

る
よ
う
に
努
め
る
。

２

相
談
に
応
じ
た
サ
ポ
ー
ト
相
談
員
は
、
相
談
申
出
人
に
対
し
助
言
を
行
う
と
と
も
に
、
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
本
会
の
他
の
委
員
会
等
に
対
し
、
相
談
申
出
人
及
び
当
該
相

談
の
対
象
で
あ
る
会
員
が
特
定
さ
れ
な
い
方
法
で
行
う
場
合
に
限
り
、
支
援
、
協
力
等
を
要

請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



３

相
談
に
応
じ
た
サ
ポ
ー
ト
相
談
員
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
で
あ
っ
て
相
談
申
出

人
が
同
意
し
た
と
き
は
、
当
該
相
談
の
対
象
で
あ
る
会
員
が
所
属
す
る
弁
護
士
会
又
は
当
該

弁
護
士
会
が
所
属
す
る
弁
護
士
会
連
合
会
の
委
員
会
等
に
対
し
、
支
援
、
協
力
等
を
要
請
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
支
援
、
協
力
等
の
要
請
を
受
け
た
弁
護
士
会
又

は
弁
護
士
会
連
合
会
は
、
そ
の
要
請
に
応
じ
る
よ
う
努
め
る
。

４

相
談
に
応
じ
た
サ
ポ
ー
ト
相
談
員
は
、
相
談
終
了
後
、
遅
滞
な
く
委
員
長
に
相
談
の
概
要

を
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

（
秘
密
の
保
持
等
）

第
八
条

担
当
委
員
長
等
及
び
サ
ポ
ー
ト
相
談
員
並
び
に
担
当
課
の
職
員
は
、
相
談
申
出
人
及

び
当
該
相
談
の
対
象
で
あ
る
会
員
の
氏
名
又
は
名
称
、
事
務
所
の
名
称
、
相
談
の
内
容
そ
の

他
の
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
、
同
様
と

す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
担
当
委
員
長
等
及
び
サ
ポ
ー
ト
相
談
員
は
、
当
該
相
談
の

内
容
が
非
行
に
該
当
し
、
か
つ
、
そ
の
非
行
の
事
実
が
重
大
で
あ
る
と
き
、
又
は
非
行
に
よ

る
被
害
が
拡
大
す
る
お
そ
れ
が
明
白
で
あ
る
と
き
は
、
相
談
申
出
人
に
通
知
の
上
、
当
該
非

行
の
事
実
を
当
該
相
談
の
対
象
で
あ
る
会
員
が
所
属
す
る
弁
護
士
会
の
会
長
に
報
告
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
サ
ポ
ー
ト
相
談
員
は
、
そ
の
報
告
に
先
立
ち
、
相
談

申
出
人
又
は
当
該
相
談
の
対
象
で
あ
る
会
員
に
対
し
、
当
該
非
行
の
事
実
を
所
属
す
る
弁
護

士
会
の
会
長
に
自
ら
申
告
す
る
よ
う
説
得
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
信
頼
関
係
の
保
持
）

第
九
条

相
談
申
出
人
及
び
当
該
相
談
に
応
じ
た
サ
ポ
ー
ト
相
談
員
は
、
互
い
に
、
相
談
の
申

出
を
し
た
こ
と
及
び
相
談
に
応
じ
た
こ
と
に
よ
る
信
頼
関
係
を
保
持
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
免
責
）

第
十
条

本
会
、
担
当
委
員
長
等
、
サ
ポ
ー
ト
相
談
員
、
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
援
、

協
力
等
を
行
っ
た
本
会
の
他
の
委
員
会
等
及
び
同
条
第
三
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
支
援
、
協

力
等
を
行
っ
た
相
談
の
対
象
で
あ
る
会
員
が
所
属
す
る
弁
護
士
会
又
は
当
該
弁
護
士
会
が
所

属
す
る
弁
護
士
会
連
合
会
の
委
員
会
等
は
、
相
談
申
出
人
及
び
相
談
の
対
象
で
あ
る
会
員
に

対
し
、
相
談
に
関
す
る
回
答
、
助
言
、
支
援
、
協
力
等
に
つ
い
て
何
ら
責
め
を
負
わ
な
い
。

（
細
則
）

第
十
一
条

こ
の
規
則
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
細
則
で
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
後
最
初
に
選
任
さ
れ
る
サ
ポ
ー
ト
相
談
員
の
任
期
は
、
第
四
条
第
三
項

本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。



附

則
（
令
和
三
年
六
月
一
八
日
規
則
第
二
〇
〇
号

弁
護
士
・
外
国
法
事
務
弁
護
士
共
同
法
人
制
度
創
設
に
係
る
外
国
弁
護
士
に

よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
規
則

の
整
備
に
関
す
る
規
則

第
二
条
改
正
）

こ
の
規
則
は
、
外
国
弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
令
和
四
年
政
令
第
四
一
号
で
令
和
四
年
一
一
月
一
日
か
ら
施
行
）


